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時間制限駐車区間での交通秩序について
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the parking meter
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要 旨

路上駐車は都市の経済活動の派生需要であるが，道路交通法により規制を受ける．この

法では駐車と停車が厳密に定義されるが，現在およそ６０％は違法駐車である．平成１８年６

月民間による違法駐車の確認業務が開始されたが，これは放置自動車を対象としており駐

車時間については考慮されない．現在の道路交通法が施行され６０年を経過するが，法に定

義される駐車行為が広域的に継続的に遵守されたことは無いといってよい．しかしこれを

以て路上駐車の「違法行為の増長拡大」，「交通管理の問題」を指摘することは適当ではな

い．なにより厳格な規制を望まないのは多くの経済活動の主体であり市民だからである．

法社会学の分野で諸説はあるが，我が国の社会秩序は欧米の法治と異なり，法と行為規範

の両者による維持を基本とする．本研究では，路上駐車秩序の一例として時間制限駐車区

間での手数料支払い行動及び駐車時間の遵守について，連続時間調査より現状を把握し統

計的に分析した．これより示される法規範と行為規範のずれから今後の駐車秩序の改善策

を考察する．

Key words：parking ticket, fee, factor

１．研究の目的

時間制限駐車区間ではパーキング・メーターまたはパーキング・チケットを設置し，路上駐

車の適正な管理を行う．しかしパーキング・チケットの手数料支払率は６０％程度であり，１時
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間を上限とする駐車時間の遵守率も７５％程度である．本研究では札幌市都心部での時間制限駐

車区間で行ったナンバー式連続調査から，駐車時間長や手数料支払いの有無他幾つかの駐車特

性を統計的に分析し法規範とのずれを示した．

駐車の実態が法規制と異なることは論じるまでもないが，この時路上駐車問題の捉え方には

二つの視点がある．一つは法基準とのずれを把握し，ずれをできるだけ小さくする，つまり実

態を法基準に近づける立場である．この視点では法の厳格な実行が求められる．また一つは基

準を大きく超えるずれは修正し，他の部分は容認する立場である．本研究は後者の立場である

が，この立場は現行の法規範の遵守を必ずしも求めない．１９６０年以降，現行の道路交通法の運

用が重視された理由は，都市機能との両立が求められたからである．都心商業地区での我が国

の路上駐車の現状は多くの違法行為を伴うが，しかし無秩序が拡大しているわけではない．法

規範は厳格に遵守されないが市民の行為規範がそれを補完しており，無秩序の拡大を防いでい

る．これは評価すべき重要な点である．統計分析ではこの点を数値で示す．

２．調査

（１）調査概要

調査の概要を表－１に示す．調査は平成３０年と令和１年の６月～７月の平日１０：００～１６：００

の時間帯で行った．調査箇所は札幌市都心部（商業地域，駐車場整備地区），道路延長１００m区

間６カ所，データ数は１，３８１台である．連続式調査は路側に駐停車する自動車の駐車開始時刻

や終了時刻，車種，目的等を調査員の継続的な目視により記録する．記録には予め作製した調

査票を用い，調査員一人が３０m～５０m程度の区間を担当し，１時点最大６～７台の４輪自動車

の駐停車特性を記録する．路上駐車の調査では他に断続調査やアンケート調査があるが，断続

調査では駐車開始時刻と終了時刻を観測できないこと，短時間駐車の駐停車行動が記録漏れと

なることが多い等の問題がある．またアンケート調査は駐車目的を聞き取ることができる点で

優れているが，違法行為に対する面接調査は回答が不正確となることも多く信頼性の確認が難

しい．連続式調査の難点は目的が推測となるこ

とである．特に業務（荷無し）と私用目的の区

項 目 内 容

調査日
平成３０年，令和１年
６月～７月平日

調査時間帯 １０時～１６時
調査項目 １５（目的，車種，駐車時間長他）
対象地区 区間６００m（１００m×６カ所）
データ数 １，３８１
用途地域 商業地域（駐車場整備地区）

表－１ 調査概要

写真－１ 連続式調査

堂 柿 栄 輔・梶 田 佳 孝５４
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別が難しい場合がある．写真－１は調査

の実行状況である．調査員は適宜移動し

ながら観測記録する．表－２に調査項目

を示す．

（２）駐車分類と支払分類の再構成

以降の分析での駐車分類を図－１及び

表－３に示す．調査で記録した「駐車分

類」（枠外，枠内，枠内外の３分類）と

「支払い分類」（支払い，未払い，繰り返

し，途中～，除外指定）より７つの分類

に再構成した．「除外指定」（法施行細則第

３条の２�：北海道警察）は駐車禁止除

外指定車の標章を有する駐車であり数は

少ないが，駐車時間が長く特異な駐車行

動の場合があり記録した．「繰り返し」，

「途中～」の記録も支払い行動の多様性

を示すものとして記録した．集計の主な

分類を示す．

① 枠外：標示線外の駐停車

② 支払い：標示線内駐車で

手数料を支払った駐

車．６０分を超える駐車も

含む．時間超過では手数

料を払っても違法行為で

ある．

③ 未払い：手数料を支払

わない標示線内駐車．

駐車時間が５分を超え

なければ手数料を払わ

なくても合法である．

表－４に箇所別標示線

（枠）数を示す．設定されて

項 目 内 容
駐車分類 枠外，枠内他
支払分類 支払，未払，除外指定他
到着時刻 到着時刻
出発時刻 出発時刻
車種 自動車登録規則第十三条（別表第二）
性別 運転者の性別
非放置・放置 道路交通法第五十四条（放置車両）
乗降人数 乗降の人数
取扱荷量 荷量を大量，中量，少量の３区分
目的 業務，配達，私用，送迎他８分類
二重駐車 単列，二重他の別
用務先 直近，他街区他４分類

自家・事業用 道路運送車両法施行規則第十一条
（第一号様式）

アイドリング 駐車中のアイドリングの有無
ハザード 非常点滅表示灯点灯の有無

分 類 内 容 違法合法
枠
外
①枠外 標示線（枠）外駐停車 違法
除外指定 標示線（枠）外での除外指定車の駐車 合法

枠
内

②支払い 手数料支払い（時間超過も含む） 違法合法
④繰り返し 手数料の繰り返しの支払い 違法
⑤途中～ 駐車開始後時間を経てからの支払い 違法合法
③未払い 手数料を支払わない 違法
除外指定 標示線（枠）内での除外指定車の駐車 合法

箇所 車線数 標示線
（枠）数

NL：標示線
（枠）延長（m）L：道路延長 NL/L（％）

A ５（一方通行） ６ ３０ １０７．３ ２８．０％
B １（一方通行） ８ ４０ １０７．２ ３７．３％
C ４（往復） ５ ２５ １０５．４５ ２３．７％
D ４（往復） ７ ３５ １０７．２５ ３２．６％
E ４（往復） ６ ３０ １００．６５ ２９．８％
F ４（往復） ６ ３０ １０４．０５ ２８．８％
計 ＊ ３８ １９０ ６３１．９ ３０．１％

表－２ 調査項目

図－１ 時間制限駐車区間での駐車分類

表－３ 駐車分類の説明

表－４ 道路条件

５５時間制限駐車区間での交通秩序について
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図－２ 時刻別駐停車台数

分類 駐停車
可能台数

占有長
／１台

max min ave med
台数 占有率 台数 占有率 台数 占有率 台数 占有率

枠内 ３８ ５m３４．２９０．０％１７．８４６．８％２６．５６９．７％２７．４７２．１％
内支払い駐車
の割合（％） ２５．０７３．１％１０．５５９．０％２０．０７５．５％２０．５７４．８％

枠外 ３２ ８m１４．０４３．２％ ７．７２３．７％１１．１３４．２％１１．０３３．９％

表－６ 時刻別駐停車台数の統計値

いる平均標示線（枠）は６．３

であり，道路延長に占める

割合は２７．７％～３７．３％，平

均は３０．１％である．また表

－５は路側の駐車規制の概

要である．道路延長に占め

る駐停車区間の割合は２８．９％であり，概数では標示線（枠）の占める割合が３割，駐停車区間３

割，停車可能延長４割である．路上駐車は駐停車禁止区間でも発生するが，通常は残り７割の

区間で①枠外駐車，②枠内支払い駐車，③枠内未払い駐車が選択されることになる．

３．統計分析

（１）時刻別駐停車台数

図－２に駐車分類別時刻別駐停

車台数を示す．台数は調査２日間

ないし３日間の平均である．また

表－６はこの統計値である．

ここで，占有率は以下のとおりである．

占有率＝
駐車台数（台）

駐車可能台数（台）
×１００（％） 式－１

地区の標示線（枠）は計３８であるが，「②支払い」と「③未払い」を含む枠内駐車の最大数は

３４．２台であり，占有率は１００（％）を超えない．これより「①枠外駐車」は標示線（枠）の空きの

有無に関わらず枠外を選択していることがわかる．

分 類 実数（m） 構成比（％）
全道路延長（m） ６３１．９ １００％
駐停車禁止
区間

駐車場出入り口・中通（m） ８１．４ １２．９％
横断歩道・交差点内５m（m） １０１．０ １６．０％

停車可能延長（m） ２５９．５ ４１．１％
標示線（３８枠）（m） １９０ ３０．１％

表－５ 路側の駐車規制

堂 柿 栄 輔・梶 田 佳 孝５６

ｅｒ／北海学園大学工学部研究報告　　　１５０線／第４９号　本文マット／本文　，．／０００～０００　時間制限駐車区間で　４Ｃ  2021.12.08 10.36.17  Page 56 



合／違 分 類 内 容

合法

イ）枠外の停車 ５分を超えない停車
ロ）枠内支払い 規制時間を超えない手数料支払い駐車
ハ）枠内未払い 手数料を未払いの５分を超えない駐車

ニ）除外指定 駐車禁止除外指定車は駐車時間に関わら
ず合法．但し駐停車禁止区間では違法

違法

ホ）枠外の駐車 ５分を超える場合は放置非放置に関わら
ず違法

ヘ）枠内支払い 規制時間を超える手数料支払い駐車
ト）枠内未払い 手数料を支払わない５分を超える駐車

チ）枠内繰り返し 手数料の繰り返しの支払いは違法．時間制限駐車区間設定の意図に反する

表－７ 違法・合法の分類

分類 内容

台単位 台分単位

台数
（台）

構成比
（％）
小計毎

構成比
（％）
全計

時間
（台分）

構成比
（％）
小計毎

構成比
（％）
全計

合法

イ）枠外の停車 ３８７ ５０．３％ ２８．０％ ８８５ ８．６％ ２．３％
ロ）枠内支払い ２６８ ３４．８％ １９．４％ ７３８１ ７１．３％ １９．１％
ハ）枠内未払い １０６ １３．８％ ７．７％ ２８３ ２．７％ ０．７％
ニ）除外指定 ９ １．２％ ０．７％ １８０１ １７．４％ ４．７％

小計 ７７０１００．０％ ５５．８％ １０３５０１００．０％ ２６．８％

違法

ホ）枠外の駐車 ３６５ ５９．７％ ２６．４％ ９７８２ ３４．６％ ２５．３％
ヘ）枠内支払い ９３ １５．２％ ６．７％ １０１５２ ３５．９％ ２６．３％
ト）枠内未払い １４０ ２２．９％ １０．１％ ６７０７ ２３．７％ １７．４％
チ）枠内繰り返し １３ ２．１％ ０．９％ １６５０ ５．８％ ４．３％

小計 ６１１１００．０％ ４４．２％ ２８２９１１００．０％ ７３．２％
全計 １３８１ １００．０％ ３８６４１ １００．０％

表－８ 違法・合法の統計値

枠内駐車の占有率の平均は６９．７％でありほぼ７割が常時占有されている．ピーク時の占有率

が９０．０％であることから駐車需要と供給はほぼバランスしている．平均値での枠内駐車のうち

「②支払い」割合は７５．５％であり，「③未払い」の適切な管理により空きスペースは２５％程度増

加する．

（２）違法・合法の駐車分類

表－７に違法と合法の駐車

分類，表－８に統計値を示

す．枠外駐車でも停車は合法

であり，枠内の支払い駐車も

制限時間を超えると違法であ

る．路側の駐車管理を違法合

法で厳格に規制することは本

研究の意図ではないが，現状

を知ることには意味はある．

① 台単位での合法の割合

は５５．８％であり半数を

超えるが，台分単位で

は２６．８％と１／４程度

である．これは少数の

長時間駐車の影響によ

る．視覚的には３／４

は違法行為である．

② イ）～チ）の分類では，

イ）合法の枠外駐車が

２８．０％（全計）と最も多

く，次がホ）違法の枠外駐車２６．４％である．両者の合計は５４．４％であり半数を超える．

従って時間制限駐車区間でも枠外の駐車機能が主たるものとなっている．

③ 台分単位の集計ではホ）違法の枠外駐車が２５．３％，ヘ）枠内支払い（時間超過）が２６．３％であ

る．台単位でのイ）枠外停車２８．０％は台分単位では２．３％であり短時間の繰り返し停車の路

側占有の負荷は僅かである．

５７時間制限駐車区間での交通秩序について
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図－３ 駐車時間別支払率

図－４ 駐車時間別路側占有

（３）駐車時間による支払い率の比較

図－３に駐車時間長別の手数料支払率（折れ線，右縦軸）と支払い及び未払いの実数を示す．

また図－４は台分単位の集計であり，路側の占有度合いを知ることが出来る．

① 図－３より，支払い率は３０分～４５分の

駐車時間帯で８８．０％と最も大きな値で

ある．駐車時間が４５分を超えると支払

い率は低下し，６０分を超えるとさらに

低下する．未払い駐車のうち１５分以下

の割合は６２．２％であり短時間が多い．

また支払い駐車では６０分を超える割合

が２８．３％である．

② 図－４の台分単位の集計では，支払い

未払いともに６０分を超える割合が多い

ことが特徴である．支払い駐車の

５５．９％，未払い駐車の６４．１％は６０分を

超える駐車である．６０分を超える標示

線（枠）占有の割合が多いことは，取り

締まりの実態を反映している．民間人

による放置自動車の確認は時間制限駐

車区間を対象としない場合もあり，他の駐車禁止地区に比べ取り締まりが厳格ではないこ

とが多い．この状況は都道府県の公安委員会により異なるが，特に配達や業務の目的では

当該地区での規制の実情を踏まえた上での駐車行動をとることになる．

（４）車種別及び目的別の支払い率比較

図－５に目的別駐車分類（単位：台）

を示す．

① ３目的のうち業務交通が５２．８％を

占め，この目的の６０．３％は支払い

行動をとる．一方配達目的の

７９．８％は枠外駐車であり，支払い

行動は４．９％である．また私用目

的では３つの駐車分類が均等に近

い．従って時間制限駐車区間の規 図－５ 目的別駐車分類

堂 柿 栄 輔・梶 田 佳 孝５８
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分類 総数（台）支払数（人）支払率（％） 確率
非放置 ６５ ２７ ４１．５％

P＜０．００１
放置 ４０８ ３２０ ７８．４％

表－９ 非放置と放置による支払率の比較

制は業務交通で最も機能しており，配達での機能は小さいことが分かる．

② 駐車の支払い率は，業務が８０．０％，配達２４．５％，私用５８．７％であり，業務交通の支払い率

が高い．

（５）放置／非放置別支払い率比較

表－９に駐車時間５分以下を除く非放置と

放置別手数料支払率を示す．道路交通法では

駐車と停車は駐車時間の長さと運転者の有無

により厳密に定義されているが，我が国では

非放置の駐車は取り締まりにおいて対

象外とされることが多い．

① 「非放置」での支払率は４１．５％，

「放置」では７８．４％であり，非放

置の支払い率は放置の５２．９％であ

り，支払い率の差は有意水準１％

で有意である．従って非放置での

枠内駐車は手数料を支払うべき行

為とはあまり考えられていないこ

とになる．

② 図－６は駐車時間長別支払い率（５分以下の駐車を除く）である．短時間駐車の支払い率

の差は大きいが，６０分を超える長時間でも非放置の支払い率が増加するわけではない．つ

まり非放置の駐車行動は駐車時間の長さに関わらず規制の対象とならないことが市民の行

為規範として常識化しつつあることになる．

４．判別分析

前記の統計分析では手数料支払い行動と個々の要因の関係を示したが，ここでは判別分析

（数量化Ⅱ類）を用い複数の要因と手数料支払い行動の関係を示す．

（１）外的基準と説明変数

外的基準は表－３の「②支払い」と「③未払い」の２駐車分類である．「②支払い」には「④

繰り返し」と「⑤途中～」も含む．対象データは，外的基準と説明変数のいずれにも不明デー

タを含まないものである．また説明変数は「３．統計分析」での駐車時間長，目的，放置・非

放置に加え，車種，扱う荷量分類，駐車場所と目的地との位置関係，自家用と事業用の分類を

図－６ 駐車時間長別支払い率

５９時間制限駐車区間での交通秩序について
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加えた．

（２）説明変数の説明力

表－１０に外的基準の統計値

と相関比 を 示 す ． ρ２＝

０．３６７１である．ここで「未払

い」のサンプルスコアーの標

準偏差（ρ）は０．９７５４であり，「支払い」の０．６４２３より５割程度大きい．バラツキの大きさは

未払い行動の多様性を表すものと考えられる．

① 外的基準の判別に最も寄与する説明変数は「（イ）駐車時間長」（表－１１）である．レンジ

１．４８６８は外的基準のサンプルスコアーの平均値μ１とμ２の距離１．２３２５より大きい．「≦

１５」のカテゴリースコアー０．７４２９は「未払い」のサンプルスコアーの平均値に近く，「≦

４５」では－０．７４３９で

あり「支払い」行動

となる．このことは

前記統計分析で，駐

車時間「～４５分」で

手数料支払い率が最

も大なることと一致

する．また「≦１５」

～「＞６０」のカテゴ

リースコアーの増減

は図－３の支払い率

とほぼ一致する．

② 「（ホ）目的」のレン

ジが次に大きな値で

ある．「業務」のカ

テゴリースコアーは

－０．１５２３であり「支

払い」に，「配達」

では０．６４８４と「未払

い」となる．「送

迎」は運転者が乗車

カテゴリー
分類

サンプル
数

サンプルスコアー 判別
基準値 ρ２

平均値（μ） 標準偏差（σ）
支払い ２９５μ１ －０．５０３９σ１ ０．６４２３

－０．０１４４０．３６７１
未払い ２０４μ２ ０．７２８６σ２ ０．９７５４

説明変数 カテゴリー サンプル数 カテゴリースコアー レンジ 偏相関係数

イ駐車時間長

≦１５ １８７ ０．７４２９

１．４８６８ ０．３８８３９
≦３０ １０５ －０．２１８８
≦４５ ６８ －０．７４３９
≦６０ ４３ －０．４５４４
＞６０ ９６ －０．４７７４

ロ車種

乗用車 ３３５ －０．０５９６

０．６１１１ ０．０９１９８
RV車 ６６ ０．１３４３
商用車 ７８ ０．０００９８
トラック ２０ ０．５５１５

ハ放置・非放置 非放置 １０４ ０．５３２４
０．６７２６ ０．１６５８

放置 ３９５ －０．１４０２

ニ荷量

無し ２４３ ０．１５６３

０．５６２５ ０．１３１３
少量 ２１４ －０．１８２７
中量 ２１ ０．３０７５
多量 ２１ －０．２５５

ホ目的

業務 ２７３ －０．１５２３

０．９７６２ ０．１６５４
配達 ４９ ０．６４８４
私用 １１３ ０．１１８９
送迎 ２０ －０．３２７８
休憩 ４４ ０．０６６１１

ヘ用務先距離

乗降なし ５２ ０．３９９

０．６５１８ ０．１０７７
直近 １５６ ０．０２６５
側面 ９７ －０．０５０８１
向かい ９０ －０．２５２７
遠方 １０４ ０．０２６９２

ト自家用・事業用 自家用 ４６８ －０．０４１０５
０．６６０７ ０．１１０８

事業用 ３１ ０．６１９６７

表－１０ 判別結果

表－１１ レンジと偏相関係数

堂 柿 栄 輔・梶 田 佳 孝６０
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している非放置が多くカテゴリースコアーも「未払い」

に寄与している．

③ 「（ロ）車種」のレンジと偏相関係数は「目的」に比べ小

さな値となった．調査では車種分類を自動車登録規則

（第十三条）に準じ記録したが，例えば配達業務は乗用

車でも行われており，我が国では車種分類と機能分類が

対応していない．目的に比べ車種の説明力が低いのはこ

れによる．駐車規制を目的に限定して行うこともある

が，道路交通法の車種分類は自動車免許の分類であり機

能分類ではない．

④ （ハ）放置・非放置の別は３番目の説明力である．非放置は未払い，放置は支払いの傾向

となる．（ト）自家用・事業用分類では自家用は支払い，事業用は貨物車による配達が多く

未払いの傾向である．（ニ）荷量と（ヘ）用務先距離ではカテゴリースコアーに一定の傾向が

見られない．７つの説明変数中，レンジでは（ニ）荷量が，偏相関係数では（ヘ）用務先距離

の値が最も小さい．

５．まとめと課題

本研究では時間制限駐車区間での手数料支払い行動について，実態調査に基づく駐車分類を

示した．枠外駐車，枠内駐車の２分類の他，手数料支払いの繰り返しや除外指定車等の実態を

示した．

① 時刻別駐車台数の集計から，標示線（枠）内での駐車需要は飽和しておらず，路側の駐車場

所は枠外，枠内を選択している．違法と合法の分類では，違法合法を合わせた枠外駐車が

最も多く，時間制限駐車区間でも枠外の駐停車機能が求められている．

② 停車を除く標示線（枠）内駐車の２７．７％は手数料を支払っていない．ここで標示線（枠）を占

有する駐車では放置と非放置で手数料の支払い率は異なり，非放置での支払い率は放置の

５２．９％である．民間による放置自動車の確認行為でも，規制確認は放置自動車であり，駐

車時間の長さは考慮されない．本来の道路交通法の規範とは異なる運用は，継続によりそ

れが市民（行為）規範となることを考えると，このことは理解しておく必要がある．

③ 駐車時間による手数料支払率では，駐車時間３０分～４５分の支払い率が８８．０％と最も高

く，６０分を超えると減少する．この様な支払い行動は規制の実態を心得たものであり，常

態化することになる．手数料を支払う枠内駐車の総時間に占める６０分を超える駐車時間の

割合は５７．９％であり，路側占有の負荷は大きい．

④ 目的別の支払い行動では業務目的の支払い率が高い一方，配達では枠内占有自体が少なく

分類
推定値

支払い 未払い 計

実
測
値

２２７ ６８ ２９５
支払い８２．６％３０．４％５９．１％

７７．０％２３．０％ １００％
４８ １５６ ２０４

未払い１７．５％６９．６％４０．９％
２３．５％７６．５％ １００％
２７５ ２２４ ４９９

計 １００％ １００％ １００％
５５．１％４４．９％ １００％

表－１２ 推定値と実測値

６１時間制限駐車区間での交通秩序について
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枠外駐車が多い．この様な駐車行動の違いは手数料の負担者によるものである．

⑤ 判別分析では，外的基準に対する説明変数の説明力と説明変数間の関係が示された．外的

基準に対する説明変数の説明では，駐車時間長，目的，放置・非放置の統計分析と同様の

結果が得られた．これらの結果は，目的や車種及び駐車時間を特定した路側駐車規制基準

の参考となる．

路側駐車規制は本来道路交通法を規範として行われるが，我が国では法の運用も重要であ

る．しかしこの運用は往々にして法とは別の行為（市民）規範の定着を生むことになり，法規範

の形骸化を進める．このことは常に意識されるべきである．
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